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国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

問
合
先　

国
保
年
金
課

　

平
成
28
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
な
ど
の
保
険
料
は
、
平
成
29

年
度
の
市
・
府
民
税
申
告
、
平
成
28

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
時
に
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　

申
告
時
に
平
成
28
年
中
に
支
払
っ

た
保
険
料
の
合
計
金
額
を
記
入
す
る

だ
け
で
、
支
払
金
額
を
確
認
す
る
書

類
の
提
出
は
不
要
で
す
。

※
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
た

人
に
は
、
納
付
済
額
の
通
知
書
を
１

月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

【
国
民
年
金
保
険
料
】

　
「
領
収
証
書
」
や
国
か
ら
送
付
さ

れ
て
い
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」（
昨
年

10
月
１
日
以
降
に
初
め
て
保
険
料
を

納
め
た
人
は
、
２
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
る
同
様
の
証
明
書
）
を
申
告
時
に

提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

※
過
去
の
未
納
期
間
の
保
険
料
や
免

除
・
猶
予
さ
れ
て
い
た
期
間
を
追
納

（
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
）

し
た
保
険
料
、
支
払
っ
た
家
族
分
の

保
険
料
も
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

の
で
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
の

記
念
品
交
換
が

始
ま
っ
て
い
ま
す

交
換
期
間　

４
月
28
日
㈮
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
除
く 

午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）
ま
で

交
換
場
所
・
問
合
先

保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎
４
６
３
・
６
０

０
１
）、
国
保
年
金
課 

※
保
健
セ
ン
タ
ー
は
、
３
月
27
日
㈪

よ
り
市
役
所
３
階
へ
移
転
し
ま
す
。

第
10
回

戦
没
者
遺
族
の
特
別
弔
慰
金

請
求
が
お
済
み
で
な
い
人
へ

　

期
限
を
過
ぎ
る
と
受
付
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
未
請
求
の
人
は

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

内
容　

額
面
25
万
円

（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

対
象　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺

族
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日
に
恩
給

や
遺
族
年
金
を
受
け
る
遺
族
が
い
な

い
場
合
、
弔
慰
金
受
給
権
者
、
戦
没

者
等
の
子
・
兄
弟
姉
妹
・
戦
没
者
と

の
生
計
関
係
が
１
年
以
上
あ
る
三
親

等
内
親
族
な
ど
で
請
求
順
位
の
優
先

す
る
遺
族
１
人

請
求
期
限　

平
成
30
年
４
月
２
日

請
求
・
問
合
先　

障
害
福
祉
総
務
課

※
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。 

3月9日は脈の日
～寝たきり予防は脈のチェックから！～

　脳卒中の中でも、特に重症化しやすい心
原性脳梗塞予防のため、定期的に自分の脈
をチェックする習慣をつけましょう。
　脈が飛ぶなど、脈のリズムがおかしいな
と思ったら、すぐ受診しましょう！
問合先　保健センター（☎463-6001 ）
※泉佐野保健所管内の泉佐野市、熊取町、
田尻町、泉南市、阪南市、岬町では、脳卒
中予防対策に取り組んでいます。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-242-7997）へ

広　

告

広

告

出典：心房細動週間ウェブサイトより
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